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さ情審査答申第２４４号 
令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ０ 日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人 様 

 

さいたま市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  池 上 純 一   

 

答 申 書 

 

令和４年９月２２日付けで貴職から受けた、「個人情報一部開示決定通知書（子

子北児第９９０号／令和２年９月２４日）で開示された個人情報でＰ１０／１８

に記載された内容（＊１の黄色部分）」（以下「本件対象個人情報」という。）の

不訂正決定（以下「本件処分」という。）に対する審査請求に係る諮問について、

次のとおり答申します。 
 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求に係る、令和２年１０月２６日付け子子北児第１１９９号によ

り、さいたま市長（以下「実施機関」という。）が行った本件処分は妥当であ

る。 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいた

ま市条例第１８号。以下「条例」という。）第２５条第１項に基づく本件対

象個人情報の訂正請求に対し、実施機関が行った本件処分を取り消し、本件

対象個人情報の訂正を求めるものである。 
２ 審査請求の理由 

（省略） 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 

実施機関は、弁明書において、おおむね以下のように説明している。 

１ 本件処分の内容及び理由 

審査請求人が訂正を求めた個人情報は、北部児童相談所が外部機関か

ら受けた連絡内容を審査請求人に伝えた旨を記載したものであり、記載

内容に誤りはないため、不訂正決定処分としたものである。 

２ 審査請求人の主張について 



 

2 

審査請求人は、北部児童相談所が「○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」ことに対し、「○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」ことが事実に基づ

かないため訂正を求めると主張しているが、本記録の北部児童相談所が

外部機関から聞き取った内容を審査請求人に伝えたことを記載したもの

であり、北部児童相談所が作成した取扱経過記録における外部機関から

の聞き取り内容の記載に誤りはないため、不訂正としたものである。 

 

第４ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象個人情報について 

審査請求人が訂正を求めた本件対象個人情報は、北部児童相談所が作成

した「取扱経過記録」中の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○」の部分である。 

実施機関は、外部機関から受けた連絡内容を審査請求人に伝えた旨を記

載したものであり、記載内容に誤りはないため、本件対象個人情報は訂正し

ないとする不訂正等決定を行った。 

審査請求人は、事実に基づかない理由であるとして、本件処分を取り消し、

本件対象個人情報を訂正するよう求めて審査請求したものである。 

２ 本件処分の当否について 

⑴ 条例の規定について 

条例第２４条第１項は、「何人も、実施機関が保有する行政情報に記録

された自己の個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該

実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。」と規定している。 

ここでいう「事実」とは、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、家族構

成、学歴、日時、金額、面積、数量等客観的に正誤の判定が可能な事項を

いい、評価、判断等の主観的に判断される事項については、訂正の請求は

できない、と解されている。 

⑵ 本件対象個人情報は、北部児童相談所の担当者が特定日に、電話で審査

請求人（保護者）に伝えた、外部機関からの連絡で聞いた内容であり、北

部児童相談所が受けた外部機関からの連絡で「○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○」と外部機関が伝えた、と北部児童相談

所の担当者が認識した内容である。 

すなわち、本件対象個人情報は、主観的に評価、判断された事項であり、

客観的に正誤の判定が可能な事項ではないということになる。 

よって、本件対象個人情報は条例第２４条第１項に規定する「事実」に

該当しないので、不訂正とした実施機関の本件処分は妥当である。 

⑶ 審査請求人のその余の主張は、いずれも当審査会の判断を左右するも
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のではない。 

３ 以上の次第であるから、当審査会は前記第１のとおり答申するものである。 

 
第５ 調査審議の経過 
  当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 

①  令和 ４年 ９月２６日 諮問の受理（諮問第５７５号） 
②  令和 ４年１２月１５日 審議 
③  令和 ５年 ４月２０日 審査請求人からの意見聴取及び審議 
④  令和 ５年 ６月１５日 審議 

 
さいたま市情報公開・個人情報保護審査会委員 

職   名 氏   名 備   考 
会  長 池 上 純 一 大学名誉教授 
委  員 伊 藤 一 枝 弁護士 
会長職務代理者 柴 田 雅 幸 行政経験者 
委  員 塚 田 小 百 合 弁護士 
委  員 水 口 匠 弁護士 

（五十音順） 


